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■

中
津
川
博
郷
議
員
に
よ
り
国
会
で
初
審
議

一
昨
年
十
一
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
戸
籍
問
題
の
解
決
に
向
け
た
活
動

は
、
昨
年
七
月
二
十
七
日
、
初
め
て
国
会
で
審
議
さ
れ
た
。

こ
の
日
、
民
主
党
の
中な

か

津つ

川が
わ

博ひ
ろ

郷さ
と

議
員
は
所
属
す
る
衆
議
院
外
務
委

員
会
で
戸
籍
問
題
を
取
り
上
げ
、
戸
籍
を
管
掌
す
る
法
務
省
に
改
正
を

求
め
た
。
中
津
川
議
員
と
い
え
ば
、
国
会
議
員
の
中
で
も
台
湾
問
題
の

第
一
人
者
と
言
わ
れ
、
自
負
も
し
て
い
る
台
湾
通
だ
。

中
津
川
議
員
は
質
問
の
冒
頭
、
台
湾
か
ら
の
東
日
本
大
震
災
に
対
す

る
義
捐
金
が
百
九
十
億
円
と
世
界
の
中
で
も
突
出
し
て
い
る
こ
と
を
紹

介
、
松ま

つ

本も
と

剛た
け

明あ
き

・
外
務
大
臣
（
当
時
）
に
、
日
本
政
府
は
台
湾
が
中
華

人
民
共
和
国
の
一
部
と
承
認
し
て
い
な
い
見
解
に
変
更
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
つ
つ
、
戸
籍
問
題
に
つ
い
て
切
り
出
し
た
。

台
湾
出
身
者
は
戸
籍
に
お
け
る
国
籍
欄
や
出
生
地
欄
で
「
中
国
」
あ

る
い
は
「
中
国
台
湾
省
」
と
さ
れ
て
い
て
「
非
現
実
的
な
記
載
が
さ
れ

て
い
る
の
は
お
か
し
い
」
と
指
摘
。
ま
た
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
在

留
カ
ー
ド
化
で
は
台
湾
出
身
者
の
表
記
を
「
中
国
」
か
ら
「
台
湾
」
と

認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
例
に
、
日
本
人
が
台
湾
の
女
性
を

妻
に
し
た
場
合
な
ど
、
国
籍
が
「
中
国
」
に
さ
れ
て
い
る
歪
ん
だ
現
状

を
指
摘
、
法
務
省
に
対
し
て
改
正
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
小
川
敏
夫
・
法
務
副
大
臣
（
現
大
臣
）
は
「
日
本

の
国
籍
表
示
に
お
い
て
台
湾
を
認
め
る
か
否
か
は
、
台
湾
に
対
す
る
わ

が
国
の
立
場
を
踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
答
弁
。

す
る
と
中
津
川
議
員
は
即
座
に
「
国
籍
表
示
で
な
く
て
も
い
い
。
小
川

さ
ん
、
も
う
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
よ
」
と
畳
み
掛
け
、「
在

留
カ
ー
ド
で
は
『
国
籍
・
地
域
』
と
し
て
台
湾
と
表
記
す
る
よ
う
に
な

る
。
台
湾
は
中
国
に
一
回
で
も
税
金
を
払
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
そ

の
統
治
下
に
入
っ
た
こ
と
も
な
い
」
と
、
在
留
カ
ー
ド
の
記
載
を
戸
籍

戸
籍
問
題

国
会
で
審
議
さ
れ
質
問
主
意
書
も
提
出

署
名
活
動
は
一
期
を
三
ヵ
月
と
し
て
展
開
中

柚ゆ

原は
ら

　
正ま
さ

敬た
か

常
務
理
事
・
事
務
局
長

衆議院外務委員会で質問する
中津川議員（平成23年7月
27日）
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に
も
当
て
は
め
る
よ
う
迫
っ
た
。
し
か
し
、
小
川
副
大
臣
は
「
在
留
カ

ー
ド
で
は
、
台
湾
は
地
域
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
」
と

述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
中
津
川
議
員
は
「
わ
が
国
は
台
湾
軽
視
政
策
が
続
い
て
い

る
。
安
全
保
障
上
か
ら
も
、
台
湾
を
重
視
し
た
外
交
の
展
開
を
望
み
た

い
。
日
本
と
台
湾
は
運
命
共
同
体
だ
」
と
述
べ
、
現
実
に
合
っ
た
戸
籍

表
記
を
求
め
て
質
問
を
終
え
た
。

■

署
名
活
動
を
展
開

一
方
、
こ
の
問
題
を
広
く
知
ら
し
め
る
た
め
、
昨
年
七
月
二
十
五
日

か
ら
署
名
活
動
を
展
開
し
、
七
月
二
十
七
日
か
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
」
も
開
始
し
て
い
る
。

昨
年
の
本
部
に
よ
る
街
頭
署
名
は
八
月
十
五
日
と
十
月
二
十
九
日
に

行
い
、
愛
知
県
支
部
は
七
月
二
十
四
日
、
八
月
十
五
日
、
十
月
二
十
九

日
、
十
二
月
二
十
五
日
、
熊
本
県
支
部
は
十
一
月
十
七
日
に
そ
れ
ぞ
れ

行
っ
て
い
る
。
今
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
本
部
は
一
月
二
十
八
日
、
愛

知
県
支
部
は
二
月
十
九
日
に
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
支
部
内
で
取
り
ま

と
め
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

ち
な
み
に
、
法
務
省
民
事
局
の
担
当
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
大
臣

宛
に
出
し
た
署
名
用
紙
や
「
改
正
要
望
書
」
は
大
臣
に
報
告
さ
れ
た
後

で
担
当
の
民
事
局
に
下
り
、
内
容
は
民
事
局
長
に
も
伝
え
る
と
い
う
。

そ
こ
で
一
期
を
三
ヵ
月
と
し
、
そ
の
都
度
、
法
務
大
臣
宛
に
「
改
正
要

望
書
」
を
付
し
、
署
名
い
た
だ
い
た
用
紙
を
送
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
万
五
千
六
百
四
名
分
が
集
ま
っ
た
第
一
期
署
名
は
、
十
一
月
十
一

日
に
平
岡
秀
夫
・
法
務
大
臣
に
「
改
正
要
望
書
」
と
一
緒
に
送
付
し
、

ま
た
、
一
万
一
千
百
五
名
分
が
集
ま
っ
た
第
二
期
は
、
ネ
ッ
ト
署
名
の

取
り
ま
と
め
に
か
な
り
時
間
が
か
か
っ
た
が
、
三
月
十
六
日
に
小
川
敏

夫
・
法
務
大
臣
に
「
改
正
要
望
書
」
と
一
緒
に
送
付
し
て
い
る
。

■

大
江
康
弘
議
員
が「
質
問
主
意
書
」を
提
出

大お
お

江え

康や
す

弘ひ
ろ

・
参
院
議
員
は
（
無
所
属
）
民
主
党
時
代
に
中
津
川
衆
院

議
員
や
長
島
昭
久
衆
院
議
員
ら
と
「
日
本
・
台
湾
安
保
経
済
研
究
会
」

を
設
立
、
台
湾
問
題
に
造
詣
が
深
い
。
こ
の
戸
籍
問
題
で
も
、
昨
年
の

八
月
九
日
に
「
質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
た
。
問
題
の
本
質
が
よ
く
わ

靖國神社・九段坂で始めた戸籍署名（平成23年8月
15日）

ほぼ満席となった戸籍シンポ（平成23年9月11日）
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か
る
か
と
思
う
の
で
、
左
に
全
文
を
掲
載
し
た
い
。

〈
現
在
、
台
湾
人
女
性
が
日
本
人
男
性
の
妻
と
な
る
場
合
、
台
湾
出
身

者
が
日
本
に
帰
化
す
る
場
合
、
又
は
台
湾
出
身
者
が
日
本
人
の
養
子
と

な
る
場
合
な
ど
、
台
湾
出
身
者
の
身
分
に
変
動
が
あ
っ
た
場
合
、
戸
籍

に
お
け
る
国
籍
や
出
生
地
は
「
中
国
」
あ
る
い
は
「
中
国
台
湾
省
」
と

表
記
さ
れ
る
。

戸
籍
に
お
い
て
、
台
湾
出
身
者
の
国
籍
を
「
中
国
」
と
表
記
し
て
い

る
の
は
、
実
に
今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
四
十
七
年
も
前
の
昭
和
三
十
九

年
六
月
十
九
日
付
で
出
さ
れ
た
法
務
省
民
事
局
長
に
よ
る
「
中
華
民
国

の
国
籍
の
表
示
を
「
中
国
」
と
記
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
と
い
う
通

達
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
三
十
九
年
と
い
え
ば
、
東
海
道
新
幹
線
が
開
業
し
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
年
で
、
日
本
が
中
華
民
国
と
国
交
を
結
ん
で

い
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
日
本
は
中
華
民
国
と
断
交
し
て

中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）
と
国
交
を
結
ぶ
な
ど
、
日
本
と
台
湾
・
中

国
と
の
関
係
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
東
京
都
は
平
成
二
十
年
五
月
、
住
民
基
本
台
帳
の

表
記
に
つ
い
て
昭
和
六
十
二
年
の
通
知
が
現
状
に
即
さ
ず
、
正
確
で
は

な
い
と
の
判
断
か
ら
、
台
湾
か
ら
の
転
入
・
台
湾
へ
の
転
出
の
際
に
は

「
台
湾
」
の
表
記
を
認
め
る
と
い
う
通
知
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
平

成
二
十
一
年
七
月
の
法
改
正
に
よ
る
外
国
人
登
録
証
明
書
の
在
留
カ
ー

ド
化
措
置
に
お
い
て
、
台
湾
出
身
者
の
「
国
籍
・
地
域
」
表
記
は
「
中

国
」
か
ら
「
台
湾
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

現
実
的
に
も
、
中
国
が
台
湾
を
統
治
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
ま

た
、
日
本
政
府
は
観
光
客
に
対
す
る
ノ
ー
ビ
ザ
や
運
転
免
許
証
に
つ
い

て
台
湾
と
は
相
互
承
認
を
行
い
、
中
国
と
は
行
っ
て
い
な
い
な
ど
、
明

確
に
台
湾
と
中
国
と
を
区
別
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
台
湾
で
は
天
皇
誕

生
日
祝
賀
会
が
開
催
さ
れ
た
り
叙
勲
を
復
活
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
中

国
と
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。

従
っ
て
、
五
十
年
前
と
は
様
変
わ
り
し
て
い
る
事
情
や
現
実
を
踏
ま

え
、
戸
籍
に
お
け
る
台
湾
出
身
者
の
国
籍
表
記
を
早
急
に
改
め
る
べ
き

状
況
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一　

戸
籍
に
お
い
て
、
台
湾
出
身
者
の
国
籍
や
出
生
地
を
「
中
国
」
や

「
中
国
台
湾
省
」
と
表
記
す
る
の
は
、
昭
和
三
十
九
年
六
月
十
九
日

付
で
出
さ
れ
た
法
務
省
民
事
局
長
に
よ
る
「
中
華
民
国
の
国
籍
の
表

示
を
「
中
国
」
と
記
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
と
い
う
通
達
が
根
拠

に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
相
違
な
い
か
。
も
し
違
う

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
根
拠
と
な
っ
て
い
る
法
律
や
通
達
な
ど
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二　

戸
籍
に
お
い
て
、
台
湾
出
身
者
の
国
籍
を
「
中
国
」
と
表
記
す
る

こ
と
は
、
現
状
に
即
し
正
確
だ
と
認
識
し
て
い
る
か
、
政
府
の
認
識

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三　

在
留
カ
ー
ド
化
措
置
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
外
国
人
登
録
証
明
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証
書
で
は
「
国
籍
」
欄
で
あ
っ
た
の
を
「
国
籍
・
地
域
」
欄
と
改
め
、

台
湾
出
身
者
の
「
国
籍
・
地
域
」
表
記
は
「
中
国
」
か
ら
「
台
湾
」

に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
例
に
鑑
み
、
戸
籍
に
お
け
る

台
湾
出
身
者
の
国
籍
表
記
に
関
し
て
は
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

の
か
、
政
府
の
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。〉

八
月
十
九
日
、
菅
直
人
総
理
か
ら
「
答
弁
書
」
が
返
っ
て
き
た
。
や

は
り
、
台
湾
出
身
者
の
戸
籍
の
国
籍
を
「
中
国
」
と
し
て
い
た
の
は
法

務
省
民
事
局
長
の
通
達
だ
っ
た
。

そ
れ
は
い
い
と
し
て
、
二
番
目
の
質
問
に
対
し
、
台
湾
出
身
者
の
国

籍
を
「
中
国
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
「
我
が
国
が
国
家
と
し
て
承
認
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
『
中
国
』
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
取
り

扱
い
に
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。

要
す
る
に
、
台
湾
出
身
者
を
中
国
籍
と
し
て
い
る
の
は
間
違
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
民
事
局
長
通
達
に
は
、
日
本
は
中
国
を
「
国

家
承
認
」
し
て
い
る
か
ら
な
ど
と
い
う
理
由
は
入
っ
て
い
な
い
。
単
に

「
中
華
民
国
は
事
実
上
台
湾
と
中
国
本
土
と
に
分
離
し
て
い
る
実
情
か

ら
し
て
…
…
中
国
本
土
及
び
台
湾
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
す
べ
て
『
中

国
』
と
記
載
す
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
ま
す
」
と
あ
る
だ
け
だ
。

実
は
外
登
証
問
題
の
時
も
、
管
掌
す
る
法
務
省
入
国
管
理
局
は
「
問

題
な
い
」
と
言
い
張
っ
て
き
た
。
要
す
る
に
「
問
題
な
い
」
と
い
う
結

論
に
導
く
理
屈
は
ど
う
に
で
も
つ
く
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。

三
番
目
の
質
問
に
対
し
て
は
「
台
湾
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
等
を

踏
ま
え
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
要
す
る
に
「
慎
重
に
検
討
す
る
」
と
い
う
の
は
「
改
正
や
変
更
は

し
な
い
」
と
同
義
の
政
治
用
語
だ
ろ
う
。

菅
直
人
総
理
か
ら
の
「
答
弁
書
」
は
、
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
に

も
似
て
、
誠
意
の
か
け
ら
も
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

■

戸
籍
問
題
シ
ン
ポ
を
開
催

昨
年
九
月
十
一
日
に
は
、
東
京
都
文
京
区
内
の
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー

に
て
、「
日
台
シ
ン
ポ
『
台
湾
出
身
者
の
戸
籍
を
中
国
か
ら
台
湾
に
改

正
し
よ
う
!!
』」
を
開
い
た
。
岩
手
や
広
島
な
ど
か
ら
も
駆
け
つ
け
、

七
十
名
入
る
会
場
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
、「
日
本
文
化
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
」

「
自
由
時
報
」「
台
湾
新
聞
」
な
ど
も
取
材
に
訪
れ
た
。

ま
ず
、
大
江
康
弘
議
員
か
ら
の
祝
辞
を
披
露
。
続
い
て
、
私
か
ら
こ

れ
ま
で
の
経
過
を
報
告
す
る
と
と
も
に
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

そ
の
後
、
中
津
川
博
郷
・
衆
議
院
議
員
、
黄
文
雄
・
拓
殖
大
学
客
員

教
授
、
梅
原
克
彦
・
前
仙
台
市
長
、
林
建
良
・
メ
ル
マ
ガ
「
台
湾
の
声
」

編
集
長
、
猪
鼻
嘉
行
・
公
認
会
計
士
、
出
町
淑
貴
・
青
森
日
台
交
流
会

事
務
局
長
、
小
礒
明
・
東
京
都
議
会
議
員
の
順
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
戸
籍
問
題
の
解
決
に
向
け
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
最
後
に
杉
本

拓
朗
・
青
年
部
長
に
よ
る
決
議
文
朗
読
と
採
択
、
そ
し
て
黄
文
雄
・
本

会
副
会
長
に
よ
る
閉
会
の
挨
拶
で
締
め
く
く
っ
た
。


